
 
○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託

 

の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日 

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長　

赤
間　

二
郎　
　

 

 

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
国
家
公
安
委

 

員
会
規
則
第
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

 

附　

則

こ
の
規
則
は
、
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


